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(57)【要約】
【課題】より効率的に電力を取り出すことができ且つ太
陽電池に近付けた特性で電力を出力することが可能な風
力発電用の出力制御装置をより簡易に実現する。
【解決手段】出力制御装置２は、発電機３で発生する交
流電力を直流電力に変換し、出力電力を最大電力点に追
従させるＭＰＰＴ制御を行うＭＰＰＴ制御部と、ＭＰＰ
Ｔ制御部の制御によって得られる出力電力の特性を、基
準特性に変換する特性変換部とを有する。基準特性は、
ピーク電力となるときの電圧レベルよりも小さい低電圧
範囲では電圧が大きくなるほど電力が次第に大きくなり
、ピーク電力となるときの電圧レベルよりも大きい高電
圧範囲では電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくな
るように電圧と電力とを対応付けた特性となっている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風車の回転時に発電する発電機と、
　前記発電機で発生する交流電力を直流電力に変換し、出力電力を最大電力点に追従させ
るＭＰＰＴ制御を行うＭＰＰＴ制御部と、
　ピーク電力となるときの電圧レベルよりも小さい低電圧範囲では電圧が大きくなるほど
電力が次第に大きくなり、ピーク電力となるときの電圧レベルよりも大きい高電圧範囲で
は電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくなるように電圧と電力とを対応付けた基準特
性が予め定められ、前記ＭＰＰＴ制御部の制御によって得られる出力電力の特性を、前記
基準特性に変換する特性変換部と、
を有する風力発電用の出力制御装置。
【請求項２】
　前記基準特性は、所定の電圧範囲でピーク電力となる特性である請求項１に記載の出力
制御装置。
【請求項３】
　前記風車の回転数を検出する回転数検出部を備え、
　前記ＭＰＰＴ制御部は、前記回転数検出部で検出された回転数に基づき、検出された回
転数に対応する最大電力点となるように出力電力を調整し、
　前記特性変換部は、前記基準特性として、所定の最大効率点電圧と、所定の最大出力電
圧と、前記最大効率点電圧よりも低い電圧範囲において電圧が大きくなるほど電力が次第
に大きくなる度合いを定めた電力上昇勾配と、前記最大効率点電圧よりも高い電圧範囲に
おいて電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくなる度合いを定めた電力下降勾配とが予
め設定され、前記ＭＰＰＴ制御部の制御により得られる出力電力の特性を、前記ＭＰＰＴ
制御部の出力電力に応じて定まる最大効率点電力以下の範囲で前記基準特性に変換する請
求項１又は請求項２に記載の出力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力発電用の出力制御装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、太陽電池２と風力発電機１とを備えたハイブリッド式の風力発電シス
テムが開示されている。この技術は、風力発電機１の出力を整流ダイオード３により変換
した直流出力と蓄電池９の出力とを太陽電池２の出力特性に近似した出力垂下特性を有す
るコンバータ１２に入力させた上で、第１のインバータ１３において交流電力に変換させ
る。一方で、太陽電池２の出力を開閉器５と逆流阻止ダイオード４よりなる集電箱１７を
介して第２のインバータ１０において交流電力に変換させ、第１のインバータ１３と第２
のインバータ１３の交流出力を合成する。そして、遮断器１６によって外部電力系統と系
統連系運転させる構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１１６００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の技術は、コンバータ１２が太陽電池２の出力特性に近似した出力
垂下特性とされているものの、このようなコンバータ１２への入力電力を生成する上で、
蓄電部の存在を必須としており、この点での制約がある。しかも、特許文献１の技術は、
風力発電機１の出力電力を最大電力点に追従させる制御を想定した技術ではないため、効
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率面でも問題がある。
【０００５】
　本発明は、上述した実情に鑑みてなされたものであり、より効率的に電力を取り出すこ
とができ且つ太陽電池に近付けた特性で電力を出力することが可能な風力発電用の出力制
御装置をより簡易に実現することを解決すべき課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、風車の回転時に発電する発電機と、
　前記発電機で発生する交流電力を直流電力に変換し、出力電力を最大電力点に追従させ
るＭＰＰＴ制御を行うＭＰＰＴ制御部と、
　ピーク電力となるときの電圧レベルよりも小さい低電圧範囲では電圧が大きくなるほど
電力が次第に大きくなり、ピーク電力となるときの電圧レベルよりも大きい高電圧範囲で
は電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくなるように電圧と電力とを対応付けた基準特
性が予め定められ、前記ＭＰＰＴ制御部の制御によって得られる出力電力の特性を、前記
基準特性に変換する特性変換部と、
を有する。
【０００７】
　本発明に係る風力発電用の出力制御装置は、ＭＰＰＴ制御部により出力電力を最大電力
点に追従させるＭＰＰＴ制御を行った上で、このＭＰＰＴ制御によって得られる出力電力
の特性を特性変換部によって基準特性に変換する。この構成では、特性変換部に入力する
電力を生成する上で大掛かりな蓄電部が必須とならず、この点で構成の簡易化を図ること
ができる。また、ＭＰＰＴ制御部によって最大電力に追従させる制御（ＭＰＰＴ制御）を
行った上で、特性変換部によって特性変化することができるため、より効率的に電力を取
り出した上で特性変換を行うことができる。そして、特性変換部で変換される基準特性は
、低電圧範囲では電圧が大きくなるほど電力が次第に大きくなり、高電圧範囲では電圧が
大きくなるほど電力が次第に小さくなり、低電圧範囲と高電圧範囲の間の電圧でピーク電
力となるように電圧と電力とを対応付けた特性であるため、より太陽電池に近付けた特性
で出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１の出力制御装置を備えた風力発電装置を概略的に示すブロック図である
。
【図２】図１の風力発電装置を具体化して示す回路図である。
【図３】風車の回転数と整流・昇圧部で設定される目標値（最大電力）との関係を示すグ
ラフである。
【図４】各回転数のときの整流・昇圧部の出力特性をそれぞれ示すグラフである。
【図５】基準特性の設定例を複数例示すグラフである。
【図６】図５の複数の設定例を用いた場合に、最大効率点電力が定まったときの各基準特
性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明における好ましい実施の形態を説明する。
　本発明において、基準特性は、所定の電圧範囲でピーク電力となる特性であってもよい
。このようにピーク電力となる電圧に幅をもたせることで、ピーク電力を出力し得る電圧
範囲（損失が抑えられる電圧範囲）をある程度広く確保することができる。
【００１０】
　本発明は、風車の回転数を検出する回転数検出部を備えていてもよい。そして、ＭＰＰ
Ｔ制御部は、回転数検出部で検出された回転数に基づき、検出された回転数に対応する最
大電力点となるように出力電力を調整する構成であってもよい。特性変換部は、基準特性
として、所定の最大効率点電圧と、所定の最大出力電圧と、最大効率点電圧よりも低い電
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圧範囲において電圧が大きくなるほど電力が次第に大きくなる度合いを定めた電力上昇勾
配と、最大効率点電圧よりも高い電圧範囲において電圧が大きくなるほど電力が次第に小
さくなる度合いを定めた電力下降勾配とが予め設定され、ＭＰＰＴ制御部の制御により得
られる出力電力の特性を、ＭＰＰＴ制御部の出力電力に応じて定まる最大効率点電力以下
の範囲で基準特性に変換する構成であってもよい。
【００１１】
　この構成によれば、ＭＰＰＴ制御部で追従する最大電力について回転数に合わせて適正
化を図ることができる。更に、ＭＰＰＴ制御部で得られた出力電力（発電電力）を、出力
電力に応じて定まる最大効率点電力以下の範囲で、最大効率点電圧、最大出力電圧、電力
上昇勾配、電力下降勾配によって具体的に定まる基準特性に変換することができる。つま
り、回転数に応じて出力電力（発電電力）は変動するが、最大効率点電圧、最大出力電圧
、電力上昇勾配、電力下降勾配は設定によって固定化されているため、安定的な特性変換
が可能となる。
【００１２】
　＜実施例１＞
　本発明を具体化した実施例１について、図面を参照しつつ説明する。
　図１には、実施例１に係る出力制御装置２を用いた風力発電装置１を示している。図１
の風力発電装置１は、主として、風車１００、発電機３、整流・昇圧部２０、電気ブレー
キ部３０、降圧部４０、バッテリ６０、検出部９１，９２などを備えている。この風力発
電装置１は、風車１００の回転時に発電機３で電力を発生させ、所望の出力に変換した上
でバッテリ６０の充電や、外部出力端子６２からの出力を行う装置として構成されている
。
【００１３】
　そして、出力制御装置２は、回転数センサ７、制御部１０、整流・昇圧部２０、電気ブ
レーキ部３０、降圧部４０、検出部９１，９２などによって構成され、出力電力を制御す
る装置として機能する。
【００１４】
　図２のように、風車１００は、例えば、垂直軸型風車として構成されており、鉛直方向
に延びる回転軸の周囲に複数の直線翼を一体回転可能に連結させた直線翼垂直軸風車など
によって構成されている。なお、ここで示す例はあくまで一例であり、公知の様々な風車
を用いることができる。
【００１５】
　発電機３は、例えば、三相交流発電機として構成され、風車１００の回転と連動して回
転する回転子と、固定子巻線が巻かれるとともに回転子に近接して配置される固定子とを
備える。例えば、発電機３は、回転子が風車１００の回転軸に連結されて回転軸と一体的
に回転する構成をなし、回転子の回転時には各相の導電路７４，７５，７６に三相交流が
発生する構成をなす。
【００１６】
　整流・昇圧部２０は、発電機３に発電動作を行わせる場合には昇圧チョッパ回路として
作動し、発電機３を電動機として動作させる場合にはインバ－タとして作動する回路であ
る。
【００１７】
　図２のように、整流・昇圧部２０は、発電機３の各相の導電路７４，７５，７６にそれ
ぞれ設けられたコイルＬ１，Ｌ２，Ｌ３、コイルＬ１に接続される一対のスイッチ素子Ｓ
ａ１，Ｓｂ１、コイルＬ２に接続される一対のスイッチ素子Ｓａ２，Ｓｂ２、コイルＬ３
に接続される一対の半導体スイッチ素子Ｓａ３，Ｓｂ３をそれぞれ備える。スイッチ素子
Ｓａ１，Ｓｂ１，Ｓａ２，Ｓｂ２，Ｓａ３，Ｓｂ３は、例えばＩＧＢＴなどの半導体スイ
ッチ素子によって構成され、それぞれのゲートには、駆動部１４からの駆動信号が個別に
入力される。
【００１８】
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　このように構成される整流・昇圧部２０は、発電制御時には、発電機３で発生する交流
電圧を直流電圧に変換し且つ入力電力を昇圧して出力するように機能する。また、整流・
昇圧部２０は、アシスト制御時には、供給される直流電力（例えば外部電源１３０から供
給される直流電力）を三相交流に変換し、発電機３に三相交流電力を供給することで発電
機３を電動機として回転駆動するように機能する。なお、アシスト制御時の供給電力は、
バッテリ６０からの電力であってもよい。
【００１９】
　電気ブレーキ部３０は、整流・昇圧部２０から出力される出力電力の一部を消費するた
めの部分である。この電気ブレーキ部３０は、抵抗３４、ダイオード３６、スイッチ素子
３２などを備える。スイッチ素子３２は、例えばＩＧＢＴなどの半導体スイッチ素子によ
って構成され、駆動部１５からの制御信号によってオンオフが制御される。
【００２０】
　電気ブレーキ部３０は、導電路７１と導電路７２の間に抵抗３４及びスイッチ素子３２
が直列に接続され、スイッチ素子３２のオン動作に応じて抵抗３４に電流を流し、整流・
昇圧部２０から出力される電力の一部を消費させるように機能する。スイッチ素子３２の
ゲートには駆動部１５から出力されるＰＷＭ信号が入力され、電気ブレーキ部３０での消
費電力量はＰＷＭ信号のデューティによって制御される。
【００２１】
　コンデンサ５０は、導電路７１と導電路７２との間に接続されている。このコンデンサ
５０は、降圧部４０に入力される入力電流を平滑化する機能を有する。
【００２２】
　降圧部４０は、公知の降圧コンバータとして構成され、導電路７１の通電をオンオフす
るスイッチ素子４２と、コイル４８と、コンデンサ４６とを備える。スイッチ素子４２は
、例えばＭＯＳＦＥＴなどによって構成され、駆動部１６からのＰＷＭ信号に応じてオン
オフする構成をなす。
【００２３】
　バッテリ６０は、例えば、公知の二次電池として構成されており、風力発電装置１を構
成する様々な負荷を駆動するための電源として機能する。図示はしていないが、風力発電
装置１には、バッテリ６０からの電力に基づいて複数の電源電圧を生成する電源回路が設
けられており、例えば制御部１０には、電源回路で生成された電源電圧が印加される。バ
ッテリ６０の正側の端子と出力側導電路８１との間には、スイッチ６１が設けられ、制御
部１０によってスイッチ６１のオンオフが制御される。
【００２４】
　回転数センサ７は、風車１００の回転数を検出する回転数検出部の一例に相当する。こ
の回転数センサ７は、風車１００の回転軸の回転数（回転速度）を検出し得るセンサであ
ればよく、公知の様々な回転数センサを用いることができる。制御部１０は、回転数セン
サ７からの出力値を取得して風車１００の回転数を把握する。
【００２５】
　風速センサ９は、公知の風速センサによって構成されている。この風速センサ９は、風
車１００の所定位置（例えば回転翼以外の部位）に取り付けられ、風速センサ９が取り付
けられた位置の風速を示す値を出力する。制御部１０は、風速センサ９からの出力値（検
出値）を取得して、風車付近の風速を把握する。
【００２６】
　制御部１０は、例えば、マイクロコンピュータなどからなる制御回路１２と、ＲＯＭ、
ＲＡＭなどからなる記憶部１８と、制御信号を出力する複数の駆動部１４，１５，１６な
どを備えている。制御部１０には、回転数センサ７や風速センサ９からの出力値以外にも
、様々な検出値が入力される。例えば、図１で示す検出部９１は、電流センサ及び電圧セ
ンサを備え、整流・昇圧部２０から出力される出力電流及び出力電圧が検出部９１によっ
て検出され、制御部１０に入力される。検出部９２は、電流センサ及び電圧センサを備え
、降圧部４０から出力される出力電流及び出力電圧が検出部９２によって検出され、制御
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部１０に入力される。
【００２７】
　風力発電装置１の出力端子６２は、例えば、蓄電池システム１２０の入力端子に接続可
能とされている。
【００２８】
　このように構成される風力発電装置１は、風車１００が風力を受けて回転し且つ制御部
１０が発電制御を実行しているときには、発電機３の発電によって得られた電力を変換し
て出力する。一方、風車１００の回転数が低下した所定の場合には、制御部１０がアシス
ト制御を実行し、発電機３を電動機として駆動する。このアシスト制御時には、制御部１
０は発電制御を停止する。
【００２９】
　次に、発電制御について説明する。
　制御部１０は、例えば、回転数センサ７によって検出される風車１００の回転数が所定
の発電開始回転数以上である場合に発電制御を行う。制御部１０は、発電制御を行う場合
、各スイッチ素子Ｓａ１，Ｓｂ１，Ｓａ２，Ｓｂ２，Ｓａ３，Ｓｂ３に対し制御信号を出
力し、整流・昇圧部２０を三相昇圧チョッパ回路として動作させる。
【００３０】
　本構成では、図３のように、回転数と目標値とが予め対応付けられており、このように
回転数と目標値とを対応付けた対応データが記憶部１８に記憶されている。このような対
応データが存在するため、回転数センサ７によって回転数が定まれば対応データを参照し
てその回転数に対応付けられた目標値を決めることができる。また、各回転数に対応する
各目標値は、各回転数のときの最大電力値であり、回転数の三乗に比例するように設定さ
れている。
【００３１】
　制御部１０は、整流・昇圧部２０を三相昇圧チョッパ回路として動作させる場合、回転
数センサ７で検出された風車１００の回転数と、記憶部１８に記憶された回転数毎の目標
値（各回転数に対応する最大電力値）とに基づき、整流・昇圧部２０からの出力電力が、
風車１００の回転数に対応する最大電力値となるようにＭＰＰＴ（Maximum Power Point 
Tracking）制御を行う。具体的には、制御部１０は、検出部９１で検出される出力電流及
び出力電圧によって決定する出力電力が目標値（最大電力値）となるように整流・昇圧部
２０に与えるＰＷＭ信号のデューティを調整しながらフィードバック制御を繰り返す。
【００３２】
　制御部１０及び整流・昇圧部２０によってこのようなＭＰＰＴ制御がなされるため、整
流・昇圧部２０からの出力は、回転数毎に特性が定まる。図４には、整流・昇圧部２０か
らの出力の特性を回転数毎に示しており、回転数Ｎａのときの整流・昇圧部２０からの出
力特性を特性曲線Ｒａで示し、回転数Ｎｂのときの整流・昇圧部２０からの出力特性を特
性曲線Ｒｂ、回転数Ｎｃのときの整流・昇圧部２０からの出力特性を特性曲線Ｒｃ、回転
数Ｎｄのときの整流・昇圧部２０からの出力特性を特性曲線Ｒｄでそれぞれ例示している
。いずれの回転数でも、ある程度の電圧範囲でほぼ一定の出力電力が生じるようになって
いる。
【００３３】
　本構成では、制御部１０及び整流・昇圧部２０がＭＰＰＴ制御部の一例に相当し、発電
機３で発生する交流電力を直流電力に変換し、出力電力を最大電力点に追従させるＭＰＰ
Ｔ制御を行うように機能する。具体的には、ＭＰＰＴ制御部は、回転数センサ７で検出さ
れた回転数に基づき、検出された回転数に対応する最大電力点となるように出力電力を調
整する。
【００３４】
　更に、制御部１０は、整流・昇圧部２０に対するＭＰＰＴ制御と並行して電気ブレーキ
部３０及び降圧部４０を動作させ、整流・昇圧部２０でのＭＰＰＴ制御によって出力され
る直流電力を太陽電池の特性を模した基準特性で出力する。
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【００３５】
　本構成では、電気ブレーキ部３０及び降圧部４０で変換する基準特性として、図５のよ
うに、最大効率点電圧ＶＭＡＸと、最大出力電圧ＶＬＩＭＴと、最大効率点電圧ＶＭＡＸ

よりも低い電圧範囲において電圧が大きくなるほど電力が次第に大きくなる度合いを定め
た電力上昇勾配と、最大効率点電圧ＶＭＡＸよりも高い電圧範囲において電圧が大きくな
るほど電力が次第に小さくなる度合いを定めた電力下降勾配とが予め設定される。より具
体的には、基準特性を定める上でのパラメータとして、上記最大効率点電圧ＶＭＡＸ及び
最大出力電圧ＶＬＩＭＴに加え、変換係数ｋが存在し、これら最大効率点電圧ＶＭＡＸ、
最大出力電圧ＶＬＩＭＴ、変換係数ｋのそれぞれの設定値が予め設定されている。なお、
これらの設定値は、予め記憶部１８に記憶され、例えば書き換え処理によって設定変更可
能とされている。そして、記憶部１８に記憶された特定データを参照することで、基準特
性を把握することができるようになっている。
【００３６】
　変換係数ｋは、最大効率点電圧ＶＭＡＸでの最大効率点電力目標値Ｐａを、後述する最
大効率点電力ＰＭＡＸで割った値（Ｐａ／ＰＭＡＸ）に相当する。そして、図５で示す各
山状の特性曲線の頂点の値を特定するパラメータである。なお、図５では、複数の変換係
数を示し、各変換係数における基準特性の基本設定を示している。つまり、ｋが小さいほ
ど、最大効率点電圧ＶＭＡＸでの目標電力（最大効率点電力目標値Ｐａ）が小さくなり、
ｋが大きいほどＰａが大きくなる。これらのパラメータが設定されることで、最大効率点
電圧ＶＭＡＸ、最大効率点電圧ＶＭＡＸでの目標電力（頂点電力である最大効率点電力目
標値Ｐａ）、最大出力電圧ＶＬＩＭＴがそれぞれ定まり、山状の特性曲線が１つに定まる
。
【００３７】
　そして、各パラメータが定まり、山状の特性曲線（基準特性の基本設定）が定まると、
この特性曲線において、最大効率点電圧ＶＭＡＸよりも低い電圧範囲での電力上昇勾配は
、図５のようなグラフにおいて、電圧０のときの出力０の点（原点）から、最大効率点電
圧ＶＭＡＸのときの出力（最大効率点電力目標値Ｐａ）の点（頂点）まで、直線状に増大
するように定まる。同様に、最大効率点電圧ＶＭＡＸよりも高い電圧範囲での電力下降勾
配は、図５のようなグラフにおいて、最大効率点電圧ＶＭＡＸのときの出力（最大効率点
電力目標値Ｐａ）の点（頂点）から、最大出力電圧ＶＬＩＭＴのときの出力０の点まで、
直線状に減少するように定まる。
【００３８】
　そして、図５のように基準特性の基本設定が定められ、実際の変換動作時には、図６の
ように、ＭＰＰＴ制御部の出力電力に応じて定まる最大効率点電力ＰＭＡＸを超える場合
に、出力を最大効率点電力ＰＭＡＸとするように制御を行う。なお、最大効率点電力ＰＭ

ＡＸは、整流・昇圧部２０からの出力電力（発電電力）から降圧部４０での回路損失を差
し引いた実際の値である。
【００３９】
　以下では、変換係数が１．０の場合を例に挙げて説明する。この場合、設定された最大
効率点電圧ＶＭＡＸ、最大出力電圧ＶＬＩＭＴ、変換係数ｋ（１．０）の設定値に基づき
、基準特性の基本設定は、図５における特性曲線Ｆ１のようになり、この場合の最大効率
点電力ＰＭＡＸ（頂点の値）をＰ１で示す。制御部１０は、発電制御に際して、整流・昇
圧部２０、電気ブレーキ部３０、降圧部４０を制御する場合、整流・昇圧部２０からの出
力を入力として電気ブレーキ部３０及び降圧部４０を制御し、降圧部４０からの出力が上
記基準特性となるように調整する。具体的には、変換係数が１．０の場合、制御部１０は
、降圧部４０からの出力電圧をモニタリングしつつ、降圧部４０からの出力電力が、特性
曲線Ｆ１においてその出力電圧に対応付けられた電力値となるように降圧部４０からの出
力電流を制御する。
【００４０】
　但し、特性曲線Ｆ１において、降圧部４０からの出力電圧に対応する電力値が、整流・
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昇圧部２０からの出力電力（発電電力）によって定まる最大効率点電力ＰＭＡＸを超える
場合には、降圧部４０からの出力電圧は、最大効率点電力ＰＭＡＸに制限される。例えば
、図６の例では、変換係数が１．０の場合、降圧部４０からの出力電圧がＶａ以上且つＶ
ｂ以下となる場合には、降圧部４０からの出力電力を最大効率点電力ＰＭＡＸとするよう
に降圧部４０及び電気ブレーキ部３０を制御する。一方、特性曲線Ｆ１において、降圧部
４０からの出力電圧に対応する電力値が、Ｖａ未満又はＶｂを超えるように所定範囲を外
れる場合、特性曲線Ｆ１においてその出力電圧に対応付けられた電力値となるように、降
圧部４０からの出力電力を最大効率点電力ＰＭＡＸよりも減少させるべく、降圧部４０及
び電気ブレーキ部３０を制御する。具体的には、特性曲線Ｆ１で示される電力値となるよ
うに出力電流値が制御され、降圧部４０からの出力で消費されなかった電力は、電気ブレ
ーキ部３０で消費される。例えば、蓄電池システム１２０に設けられた制御回路の制御に
よって負荷が変動し、降圧部４０からの出力電圧がＶａよりも小さくなった場合、特性曲
線Ｆ１に合わせて降圧部４０からの出力電力を最大効率点電力ＰＭＡＸよりも減少させる
。また、降圧部４０からの出力電圧がＶｂよりも大きくなった場合、特性曲線Ｆ１に合わ
せて降圧部４０からの出力電力を最大効率点電力ＰＭＡＸよりも減少させる。
【００４１】
　いずれの場合でも、検出部９２によって降圧部４０からの出力電圧値及び出力電流値を
モニタしながら、降圧部４０のスイッチ素子４２に与えるＰＷＭ信号のデューティ及び電
気ブレーキ部３０のスイッチ素子３２に与えるＰＷＭ信号のデューティを制御することで
、降圧部４０から出力される出力電力を基準特性に合わせて高精度に調整することができ
る。
【００４２】
　制御部１０、電気ブレーキ部３０、降圧部４０によって、このように出力電力が制御さ
れるため、風力発電装置１の出力端子６２に接続される機器によって太陽光発電と同様の
ＭＰＰＴ制御が行われる場合に、最大電力に追従させることができる。例えば、蓄電池シ
ステム１２０は、山登り法を用いたＭＰＰＴ制御によって最大電力を探索する制御回路が
搭載され、この制御回路からの出力電力によって蓄電池が充電されるようになっている。
このような蓄電池システム１２０の入力端子１２２に出力端子６２が接続され、蓄電池シ
ステム１２０の制御回路が入力電圧（降圧部４０からの出力電圧）を変化させながら、最
大電力点を探索する場合、例えば、図６で示す変換係数１．０の例では、Ｖａ未満の電圧
値から電圧値を徐々に上昇させるとＶａまでは電力が上昇し、Ｖａ以上Ｖｂ以下の範囲で
はピーク電力を示し、Ｖｂを超えると電力が下降する。電力の下降を検出したら、電力が
最大値に戻るように動作電圧を引き下げることで、最大電力点を検出することができる。
【００４３】
　本構成では、制御部１０、電気ブレーキ部３０、及び降圧部４０が特性変換部の一例に
相当し、ＭＰＰＴ制御部の制御によって得られる出力電力の特性を基準特性に変換するよ
うに機能する。
【００４４】
　以上のように、本構成に係る風力発電用の出力制御装置２は、ＭＰＰＴ制御部により出
力電力を最大電力点に追従させるＭＰＰＴ制御を行った上で、このＭＰＰＴ制御によって
得られる出力電力の特性を特性変換部によって基準特性に変換する。
【００４５】
　この構成では、特性変換部に入力する電力を生成する上で大掛かりな蓄電部が必須とな
らず、この点で構成の簡易化を図ることができる。また、ＭＰＰＴ制御部によって最大電
力に追従させる制御（ＭＰＰＴ制御）を行った上で、特性変換部によって特性変化するこ
とができるため、より効率的に電力を取り出した上で特性変換を行うことができる。
【００４６】
　そして、特性変換部で変換される基準特性は、低電圧範囲では電圧が大きくなるほど電
力が次第に大きくなり、高電圧範囲では電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくなり、
低電圧範囲と高電圧範囲の間の電圧でピーク電力となるように電圧と電力とを対応付けた
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【００４７】
　また、本構成では、基準特性は、所定の電圧範囲でピーク電力となる特性となっている
。このようにピーク電力となる電圧に幅をもたせることで、ピーク電力を出力し得る電圧
範囲（損失が抑えられる電圧範囲）をある程度広く確保することができる。
【００４８】
　また、本構成は、風車１００の回転数を検出する回転数センサ７（回転数検出部）を備
えている。そして、ＭＰＰＴ制御部は、回転数センサ７で検出された回転数に基づき、検
出された回転数に対応する最大電力点となるように出力電力を調整する。特性変換部は、
基準特性として、所定の最大効率点電圧ＶＭＡＸと、所定の最大出力電圧ＶＬＩＭＴと、
最大効率点電圧ＶＭＡＸよりも低い電圧範囲において電圧が大きくなるほど電力が次第に
大きくなる度合いを定めた電力上昇勾配と、最大効率点電圧ＶＭＡＸよりも高い電圧範囲
において電圧が大きくなるほど電力が次第に小さくなる度合いを定めた電力下降勾配とが
予め設定されている。そして、ＭＰＰＴ制御部の制御により得られる出力電力の特性を、
ＭＰＰＴ制御部の出力電力に応じて定まる最大効率点電力ＰＭＡＸ以下の範囲で基準特性
に変換する。この構成によれば、ＭＰＰＴ制御部で追従する最大電力について回転数に合
わせて適正化を図ることができる。更に、ＭＰＰＴ制御部で得られた出力電力（発電電力
）を、出力電力に応じて定まる最大効率点電力ＰＭＡＸ以下の範囲で、最大効率点電圧Ｖ

ＭＡＸ、最大出力電圧ＶＬＩＭＴ、電力上昇勾配、電力下降勾配によって具体的に定まる
基準特性に変換することができる。つまり、回転数に応じてＭＰＰＴ制御部からの出力電
力（発電電力）は変動するが、最大効率点電圧ＶＭＡＸ、最大出力電圧ＶＬＩＭＴ、電力
上昇勾配、電力下降勾配は設定によって固定化されているため、安定的な特性変換が可能
となる。
【００４９】
　＜他の実施例＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施例に限定されるものではなく、例えば
次のような実施例も本発明の技術的範囲に含まれる。
（１）実施例１は、風車１００として垂直軸型風車を例示したが、水平軸型風車であって
もよい。発電機３の回転子に対して直接又は間接的に駆動力を与え得る風車であれば、公
知のあらゆる種類の風車に適用することができる。
（２）実施例１では、特性変換部として、電気ブレーキ部３０及び降圧部４０を制御部１
０によって制御する構成を例示したが、基準特性に合わせた所望の出力電力に制御し得る
回路構成であれば、図１、図２以外の構成を採用してもよい。
（３）実施例１では、ＭＰＰＴ制御部として、整流・昇圧部２０を制御部１０によって制
御する構成を例示したが、発電機３のＭＰＰＴ制御を行い得る回路構成であれば、図１、
図２以外の構成を採用してもよい。
【符号の説明】
【００５０】
　１…風力発電装置
　２…出力制御装置
　３…発電機
　７…回転数センサ（回転数検出部）
　１０…制御部（ＭＰＰＴ制御部、特性変換部）
　２０…整流・昇圧部（ＭＰＰＴ制御部）
　３０…電気ブレーキ部（特性変換部）
　４０…降圧部（特性変換部）
　１００…風車
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